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論

叢

マ
ル
ク
ス
氏
の
集
産
主
義

の
貴
行
難
か
論
で
(
二
・
完
)

マ

第
十
五
谷

(第
え
號

四

二
)

入
三
六

ル
ク
ス
氏

の
集
産
主
義
の
實
行
雑
な
論
ず

田

島
〔
二

・
完

)錦

治

灘

翫
辮
蟻

総
嫁
瑠耀蹄纈

瀧「

、

・
　

　

　

　

　
.

ら

{

四

、
集
塵
正
義
の
慣
値
論
の
集
産
制
砒
愈

に
於
げ
ろ
適
用
此
適
用
に
聞
す
る
種

々
の
衝
突
及
び
困
難

の
説
明
＼

灘

醸
徽

羅
臼弓

}・灘

五

集
産
主
義

の
設
計
の
大
要
及
び
、
其
横
位
論
の
集
産
制
吐
會

に
於
け
る
適
用
の
困
難
の
諸
黙
は
既

に
前
倣
節
に

亘
り
て
之
を
述

べ
た
り
。
今
や
本
笛
以
下
に
於
て
、
此
主
義
が
現
代

に
於
け
る
財
貨
の
生
産
の
進
歩

に
逆
行
し
財

貨
の
需
給
の
調
箇

に
背
戻
す
る
も
の
な
る
を
論
ぜ
む
ご
欲
す
。

.

集
産
⊥土
義

に
從

へ
ば
、
土
地
及
び
資
本
即
ち
絡

て
の
生
産
方
便
を
泄
會
の
公
有

ε
な
し
、
総

て
の
生
産
事
業
を

肚
會

の
公
瞥
ε
寫
し
、
從
て
従
来
資
本
主
階
級
の
檀
占
擾
取
し
把
る
個
人
的
利
潤
は
彼
等
復
之
を
書
取
す

る
を
得

摩



ぎ
る
が
故
に
,
集
産
制
度
の
下
に
於
て
は
、
夢
働
者
た
る
…肛
會
公
衆
が
分
配
を
受
く

べ
き
生
産
物
の
旦里
は
倍
加
す

べ
し
。
加
之
従
来
多
撒
の
私
企
業
者
の
臼
田
競
争
久
は
私
約
濁
占
は
止

み
て
、
生
産
事
業
が
肚

曾̂
の
手
に
統

一
せ

ら

る

・
が
敏

に
後
来
二
重
三
重
に
費
や
さ
れ
た
る
生
産
費
廣
告
費
勢
は
省
略
せ
ら

れ
、
肚
舎

の
寄
生
虫
た
る
資
本

主
級
階
は
願
遂
せ
ら
れ
、
肚
會
公
衆
は
其
夢
助

の
功
程
に
從
ひ
、
全
報
酬
を
受
く
る
を
得

て
、
牛
.犀
は
増
加
し
分

配
は
公
葬
・ご
な
る
。

此
君
は

克

正
義

に
合
ず

る
が
如
し
ご
雄
も
、
學
理
上
扱
忘

、
か
ら
ざ
る
誤
謬
を
含
み
、
且
貴
行
上
避
け
難
き

支
障
を
有
す
る
も
の
な
り
。

マ
川
久
ス
涙
が
財
貨
の
債
磁

の
根
源
を
夢
助
に
置
忘
、
資
本
主
巴
企
業
者
ご
を
混
同

し
、
企
業
の
任
務
及
び
利
子
利
潤

の
正
富
性
を
解
せ
ざ
る
等
は
、
余
が
本
誌
に
曾
て
禍
載
せ
る
諸
論
文
井

に
拙
著

「
勢
賃
`
利
潤
」
に
於
て
反
覆
諭
許
せ
る
が
故

に
今
後
費
せ
す
,
唯

弦
に
は
財
貨
の
生
産

に
閲
し
て

マ
ル
ク
ス
士
⊥
義

集
際
制
度
の
不
利
な
る
黙
を
述

ぶ
べ
し
。

現
時

の
産
業
組
織
の
下
に
於
て
企
業
家
は
瞥
利
を
眼
目
ε
し
て
各
種
の
生
産
を
純
管
す
、
而
し
て
生
産
の
進
歩

巖
態
を
惹
起
し
完
成
す

る
最
重
要
な
る
原
動
力
は
各
種
の
獲
明
獲
見
な
り
ε
す
。
蓋

し
凝
明
後
見
を
駕
す
人
の
中

に
は
崇
高
な
る
理
想
、
又
は
非
物
質
的
利
益
を
目
的

ε
し
、
叉
は
名
轡
心
に
騙
ら
れ
て
之
を
覚
す
も
の
も
あ
る
可

し
ε
錐
も
、
其
多
敷
は
之
に
依
り
て
物
質
的
利
益
を
得
ん
ご
す

る
な
り
。
之
に
依
b
て
人
を
利
し
特
に
己
を
利
せ

ん
ピ
す
る
な
り
。
無
資
力
な
る
装
明
者
を
補
助

し
て
其
獲
明
を
完
成
せ
し
め
、
之
を
實
際
の
生
騰

に
鷹
崩
す

る
責

請

鼓

マ
ル
〃
ス
氏
の
集
産
主
義
の
貴
行
離
層
論
ず
(二
・完
)

鋪
十
五
巻

〔第
六
號

四
三
)

入
二
七

,



r

論

賛

マ
ル
ク
ス
氏
の
集
座
主
駿
の
貴
行
難
な
論
ず
(二
・完
)

第
十
五
巻

(第
六
號

画
四
　

み
三
ん

本
主
無
企
業
者
の
如

き
は
特
に
撚
り
ご
す
。
然

協
に
集
産
主
義

の
肚
曾

に
於
て
は
、
殿
明
者
は
特
利
を
目
的

ご
駕

す
を
得
す
。
或
は
肚
會
公
吏
の
語
慣
に
由
り
て
其
獲
明
の
功
績
を
彰
表

せ
ら
れ
、
報
償
せ
ら

る
、
こ
・し
は
有
り
得

べ
き
も
、
現
時
の
如

き
特
許
制
度

に
由

る
所

の
利
益
を
獲
得
す

る
を
得
す
。
然
ら
ば
集
産
制
の
下

に
於
て
は
獲
明

獲
見
が
著
る
し
く
減
退
す

べ
き
は
蓋
し
菟
が
る
べ
か
ら
ざ
る
の
敷
な
り
こ
す
。
.

`

現
時
の
産
業
組
織
の
下
に
於
て
は
各
企
業
滑
は
互
に
競
争
し
て
新
式
の
生
産
方
法
を
採
用
し
叉
は
新
腰
明
の
機

械
を
使
用
し
、
之
に
由
b
て
成

べ
く
多
く
の
利
益
を
牧

め
ん
ε
勉

め
、
結
局

一
般
に
生
産
費
を
軽
減
し
、
生
産
品

を
低
廉

に
し
、
肚
會
の
利
幅
を
増
進
す
。
撚
れ
ご
も
集
産
制
の
下
に
在

る
勢
働
者
は
労
働
時
間

に
慮
じ
て
勢
働
の

報
酬
を
受
く
る
も
の
な
る
が
故
に
、
生
産
方
法
叉
は
機
械

の
新
盤
は
彼
等
の
直
接
な
る
利
害
に
關
係
な
し
。
故
に

彼
等
は
寧
ろ
使
用
に
慣

れ
π
る
曹
式
機
械
を
手
離
す

こ
ε
を
疇
賭
す

べ
し
。
勢
働
者
を
統
轄
す

る
任
務
を
有
す

る

肚
會
公
吏
は
固
よ
り
平
等
主
義
多
数
意
志
軸
重
主
義
を
探

る
、べ
く
鯨
儀
な
く
さ
る
、
者
な
る
が
故

に
、
多
く
の
場

合
に
季
凡
な
る
多
数
意
志
に
荷
合
し
て
、
新
な

る
改
革
は
成
る

べ
く
手
控
ふ
な
る
可
し
。
是
に
出
て
之
を
観
れ
ば

集
産
制
の
下
に
於
て
、
生
産
事
業
が
此
主
義
者
の
豫
想

に
反
し
て
、
萎
靡
頽
摩
す

べ
き
は
明
か
な
り
,こ
す
。
夫
れ

財
貨
の
生
産
額
に
し
て
減
退
せ
む

か
、
労
働
者
の
受
く

べ
、き
牛
均
分
配
額
も
亦
減
少
す

べ
き
が
故

に
、
集
産
制
の

實
行
は
蕾

に
資
本
主
階
級
を
倒
す

に
止
ま
ら
す
し
て
、
同
じ
く
勢
働
者
階
級
を
貧
困
な
ら
し
む

べ
き
な
り
。
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集
産
主
義
に
從

へ
ば
、
勢
働
の
結
果
た
る
生
産
物
の
償
値

の
絡
計
は
勢
働
者
が
生
産

に
際
し
て
受
取
る
所
の
算

勘
手
形
の
額
面
償
偵

の
総
計

に
均
し
き
が
故
に
、
.
[
見
理
論
上
に
於
て
生
漆
物

の
供
給
ε
其
需
要

ご
は
恰
も
能
く

其
平
衡
を
保
ち
て

過
不
及
な
き
を
得

べ
き
が
如
し
ご
雄
も
、
實
行
よ
に
於
て
は

多
大
の

困
難
不
都
合
を

生
す

べ

し
。
第

一
、
集
産
制
の
砒
會
に
於
て
生
産
す

べ
き
財
貨
の
種
類
分
量
井
に
性
質
を
決
定
す
る
者
は
其
耐
雪
の
公
吏

な
ら
ざ
る
べ
か
ら
す
。
彼
等
は
細
密
な
る
調
査
及
び
統
計
を
根
擦
.亡
し
て
、
生
産
年

度
の
初
に
於

て
、
其
年
度
内

に
生
産
す

べ
き
者
種
の
財
貨
の
数
量
品
質
を
決
定
し
、
各
種
職
業
者
を
し
て
之
が
生
産
を
分
擢
せ
し
め
、
從
て
生

産
す
れ
ば
、
從
て
彼
等
に
勢
働
手
形
を
交
付
し
、
生
産
物
は
之
を
肚
會
の
公
共
倉
庫
に
格
納
貯
藏
す
。
而
し
て
斯
く

貯
嘱
せ
ら
れ
だ
る
財
貨
の
中

に
は
破
損
消
耗
叉
は
腐
敗
す
る
も
の
な
か
ら
す
。
装
飾

品
嗜
好
物

の
如
き
は
流
行
後

れ
ご
な
る
も
の
亦
砂

か
ら
ざ
る
べ
し
。
果
し
て
然
ら
ば
耽
曾
主
義

の
償
値
理
論
上
縦
令
此
等
の
財
貨
は
之
が
生
産

に
要
し
馨

労
働
聴
聞

に
相
賞
す

る
債
値
を
有
す
噂
す
る
も
、
之
が
需
要
は
減
退
し
、
勢
働
手
形
所
持
番
は
此
等

の
財
貨
を
手
形

の
額
面
領
値
相
當
の
債
値
を
以
て
其
手
形
ご
引
換
ゆ
る
を
欲
せ
ざ
る
可
し
。
此
場
合
に
若
し
傾
格

を
引
下
げ
て
滞
貨

の

】
掃
を
企
て
ん
か
、
集
産
制
の
慣
値
理
論
の
根
擦
は
崩

れ
て
、
現
代
實
際
肚
曾
の
需
要
供
給

の
自
然
的
調
節

に
依
頼
す
る
肚
會
情
態

に
復
蹄
す

る
こ
ε
＼
な
る

べ
き
な
b
。

論

叢

マ
ル
ク
ス
氏
の
集
座
主
農
の
實
行
雌
鳥
論
式

子
完
)

第
†
五
巻

(第
六
號

四
五
)

八
三
九

ψ



論

叢

マ
ル
ク
ス
氏
の
集
産
主
義
の
貴
行
離
々
論
で
(二
・完
)

第
†
五
巻

β第
六
號

四
六
)

八
四
〇

集
産
制
の
弘肌
會

に
於
て
.
其
肚
舎
観
吏
が
調
査
及
び
統
計
の
力

に
頼
り
て
、
其
血
會
の
將
來

に
需
要
す

叫
き
各

種
の
財
貨

の
数
量
及
び
品
畳
を
豫
.め
決
定
す

る
は
亦
甚
だ
困
難
な
り
己
す
。
現
實
の
肚
脅
し
於
て
私
人
的
企
業
滑

は
各
々
世
利
の
目
的
を
以
て
各
種
の
財
貨

の
生
産

に
従
事
し
、
而
し
て
生
産
物
の
種
類
数
量
品
質
を
決
定
す
る
唯

一
の
指
針
は
市
場
の
疲
格
な
b
。
我
物
の
債
格
上
ら
む
か
、
彼
等
は
之
を
以
て
需
要

の
供
給
に
比
し

て

増

加

せ

る
を
讃
す

ご
思
考
し
て
其
生
産
額
を
増
加
す
、
之
に
反
し
て
償
格
下
ら
む
か
、
之
を
以
て
供
給
の
需
要

に
比
し
て

減
退
せ
る
護
ε
な
し
て
其
生
産
を
手
控
ゆ

べ
し
、
斯
の
如
く
に
し
て
肚
會
の
各
財
貨

に
封
ず

る
需
要
ご
供
給
ご
は

自
然
的

に
調
笛
せ
ら
れ
て
過
不
及
な
き
を
得
る
な
り
。
内
国
各
地
問

に
於
け
る
商
品
の
移
動
並

に
外
国
ε
の
輸
出

入
の
如

き
も
亦
同
様
な
る
自
然
的
調
節

の
径
路
を
行

く
も
の
な
り
。
肚
會
主
義
者
等
は
市
場
償
絡
を
折
針
ε
寫
す

私
人
企
業
の
瞥
利
的
生
産
を
目
し
て
無
政
府
的
熊
産
ε
な
し
、
頗

る
得
意
の
色
あ
り
、
且
此
無
政
府
的
生
産
が
絶

え
ず
生
産
過
剰
及
び
恐
慌
を
惹
起
す

ξ
思
考
す
。
撚
れ
こ
も
生
産
過
剰
及
び
恐
慌
は
耐
…會
主
義
者
の
誇
張
過
大
現

す

る
所

な
り
。
實
際

に
於
て
は

一
部
分
の
企
業
者

の
生
産
計
董
の
過
大
は
飽
部
分
の
企
業
者
の
細
,心
な
る
注
意

に

由

り
て
相
殺
せ
ら
れ
、
恐
慌
の
如
き
も
之
を
豫
防

し
、
叉
は
事
後
に
救
済
す
る
こ
ε
敢
て
寫
し
難

き
に
非
算
ザ
。
之

に
反
し
て
集
産
制
の
肚
會
に
於
て
、
F
汚

し
共
中
央
行
政
府

の
公
吏
が
生
産
す

べ
き
財
貨
の
種
類
、
分
量
、
並
に
品

劉

の
選
定
を
誤
ら
む
か
、
到
底
恢

復
し
得

べ
か
ら
ざ
る
困
難

に
遭
逢
す

べ
き
な
り
。
現
實
の
紅
會

に
於
て
は
、
或

財
貨
の
生
産
過
剰
は
其
償
格
の
低
落
ε
な
り
、
内
國
に
於
け
る
需
要
の
増
加
叉
は
外
囲

に
向
て
の
輸
出
の
増
加
忌



由
り
て
結
局
自
然
的
調
節
を
恢
復
す

る
を
鴛

ご・
も
、
集
産
制
の
肚
會
に
於
て
、
若
し
且
ハ中
央
行
政
府
の
昼
吏
が

生
産
す

べ
き
或
財
貨
の
分
量
の
決
定
を

誤
ま
り
て
、
生
産

せ
ら
れ

た

る
財

貨

が

一
部
分
敵
會
倉
庫
に
滞
積
し

て
、
出

る
こ
ε
な
き
場
合
に
於
て
は
如
何
ん
。
叉
之
ε
反
封
に
生
産
せ
ら
れ
た
る
財
貨
が
過
少
に
し
て
需
要

に
慮

す

る
に
足
ら
ぎ
る
場
合

に
於
て
は
如
何
ん
。
此
二
者
何
れ
の
場
合

に
於
て
も
之
を
解
決
す

べ
き
唯

一
の
方
法
は
償

格
を
更
足
し
て
供
給
過
大
ε
認
む
る
物
は
其
償
格
を
安
く
し
、
需
要
過
大
`
認
む
る
物
は
其
償
格
を
高
く
す
る
に

在
り
、
然
艀
こ
も
斯
く
す
れ
ば
、
集
産
主
義

の
根
柢
を
全
く
覆
す
こ
こ
、
な
る
べ
き
な
り
。
何
ご
な
れ
ば
此
主
義

に
於
て
は
屡

働

の
債
笹
並
に
財
貨
の
償
値

の
軍
位
を
、
財
貨
の
生
産
に
要
す

皐

均

蒔

間

の
勢
働
を
以
て
測

定
す

れ
ば

な
b
。
.

、

今
假
b

に

一
歩

を
譲

り

て
、
集
産
耽
會

の
公
吏
が
國

氏

の
需
要
す

べ
き
或
財
貨

の
分
量

の
計
算
を
誤
ま
ら
ず

ピ

駕
す

も
、
或
財
貨

特

に
農
産
物

の
如

き
は

天
候
等

の
影

響

に
由

り
て
豫
足
せ

る
分
量

よ
り
は
著

る
し
く
少
.な
き
牧

穫

を
得

る
場

合
砂

か
ら
す
。
斯

の
如

き
場

合

に
於

て
、

集
産
肚
會

の
人
民
が
其
勢
働
手

形
を
持

参

し
て
、
肚
會
倉

庫

に
集

ま
り
先
を
争

ふ
て
、
農
産
物

を
受

取
ら
む

ご
せ
ば

、
公
吏
は
如
何

に
庭

世
す

べ
き
ゃ
。

現
實

の
肚

會

に
於

て
は
、
内
国

の
商
業
も
外
囲

の
貿

易

も
皆

市
場
償
格
を
指
針

・し
し
て
行

は
る
る
が
故

に
、
穀

物

の
如

き
需

要
弾
力
性

の
小
な

る
物

は
、
重

に
供

給
の
伸

縮

に
依
b

て
真
横
幣

の
準
準

を
保
ち
、
需

給

の
調
節
を

来
す

べ
し
。
即

ち
凶
年

に
は
外
国
穀

物

の
鹸
…入
を
来

し
て
、
自

か
ら
儂
格

の
暴
騰

を
抑

へ
、
豊
年

に
以
内
國

穀
物

論

書
}

マ
ル
ク
ス
氏
の
集
産
主
義
の
宵
【行
難
た
論
ず
(二
・先
)

、

第
十
五
巻

(第
六
號

四
七
)

入
四

一
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論

叢

マ
ル
〃
ス
民
の
集
産
主
義
の
貴
行
難
為
論
ず
〔二
・完
)

第
+
五
巻

(第
六
號

四
八
)

入
四
二

の
輸
出
を
促
し
て
、
自

か
ら
償
幣
の
暴
落
を
控
ふ
る
を
得
、
斯
く
し
て

一
般
消
費
者
は
飢
餓
を
冤
か
れ
、
生
産
者

も
亦
損
失
を
冤
か
る
。
之
に
反
し
て
～
集
産
肚
會

に
於
て
は
、
外
国
よ
り
鹸
…
入
し
及
び
内
国
よ
り
輸
出
す

べ
き
財

貨
の
種
類
分
量
及
び
品
質
等
は
(内
國

に
て
生
産
す

べ
き
財
貨
の
そ
れ
等
ε
同
じ
C

)総
て
肚
會
公
吏
の
調
査
及
び

統
計
を
基
礎
ε
す

る
割
勘
札
依
り
て
決
定
す
、
而

し
て
此
判
断
が
到
底
正
鵠
を
得
る
能
は
ざ
る
は
前

に
…腰
迎
し
た

る
内
國
生
産
物
の
種
類
分
量
及
び
品
質
の
決
定
に
就
て
の
場
合
ε
異
な
ら
ざ

る
べ
し
。
果
し
て
然
ら
ば
、
肚
會
公

吏
の
判
断
に
依
れ
る
財
貨
特
に
生
活
必
需
品
の
輸
出
入
は
国
民

の
生
産
並
に
滑
費
の
調
節

に
向

っ
て
善
夏
な

る
効

果
を
奏
す
る
能
は
ざ
る
は
蓋
し
想
像

に
難
か
ら
ざ
る
な
り
。

来
れ
現
時
の
各
國
は

　
方
に
於
て
は
自
然
的
並

に
経
済
的
生
産
條
件
を
異

に
し
、
他
方
に
於
て
は
国
民
の
需
要

す
る
所
の
財
貨
の
種
類
甚
.だ
多

き
が
故
に
、
到
底
自
給
自
足
の
孤
立
経
済
に
依
る
を
得
す
、
相
互
に
通
商
貿
易
を

寫
す
の
要
あ
る
は
、
論
を
挨
π
す
。
而
し
て
外
国
貿
易
の
目
的
物
セ
る
や
、
生
活
必
要
目皿
、

一
般
的
消
費
品
、
奢

侈
品
流
行
品
等
多
種
多
様

に
亘

る
ご
雌
も
、
現
貴

の
砒
曾
に
於
て
は
、
各
国
.の
私
企
業
盾
が
特
利
の
念

に
騙

ら

れ
、
市
場
僧
格
を
貨
針
ε
駕
し
、
互

に
相
競
争
し
て
生
産
し
貿
易
す

る
こ
ε
に
由
り
て
、
輸
出
入
の
李
衡
は
行
は

れ
需
給
の
自
然
的
調
節
は
保
た
る

、
な
り
。
然
る
に
若
し
此
等

の
諸
国
の
中

に
於
て
或

一
國
が
集
産
制
を
實
付
し

た
り
ε
假
寇
せ
ん
に
、
其
國
は
假
令
其
園
内

に
於
て
は
勢
働

の
債
値
並
に
其
生
産
物

の
償
値
を
決
定
す

る
に
季
均

勢
働
勝
闘
を
以
て
す
る
を
得
、
貨
幣

の
流
通
を
磨
上
し
て
、
之
臆
代
謁
る
に
勢
働
手
形
を
以
て
す
る
を
得
売
り
.乙
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す

る
も
、
此
國
が
外
国
ε
貿
易
を
爲
す

に
方
り
て
は
、
外
国
品
を
購
入
す
る
に
は
金
貨
幣
叉
は
金
地
金
を
以
て
す

る

か
、
叉
は
其
國

の
生
産
品
を
以
て
楡
入
品
の
代
償

に
充
て
ざ
る
.べ
か
ら
ず
。
而
し
て
後
の
場
合

に
於
て
は
輸
出
品

の
償
値
は
決
し
て
之
が
生
産
に
要
し
た
る
季
均
静
働
時
間
を
以
て
算
定
す

る
を
得
す
し
て
、
外
囲
に
於
け
る
ε
同

じ
く
金
の
償
値
を
以
て
算
定
す
る
を
要
す

べ
し
。
.果
し
て
然
ら
ば
集
産
制
の
國

の
債
値
標
準
は
他
の
諸
国

の
そ
れ

ε
柄
難
相
容
れ
ざ
る
も
の
ε
な
り
、
若
し
貿
易
を
行
は
ざ
れ
ば
則
ち
止
む
、
荷
く
も
之
を
行
は
ん
ぜ
欲
す
れ
ば
集

産
制
の
國
は
二
重
の
債
値
標
準
を
定
め
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
こ
ε
、
な
る
べ
き
な

り
。

る

今
此
集
産
制
の
國
が
其

↓
年
間

に
.或

分
量
の
生
活
必
要
品
(例

へ
ば
米
)
を
某
外
國
よ
り
の
輸
入
に
仰
ぐ
の
必
要

あ
b
ご
假
足
せ
よ
。
而
し
て
某
外
國
は
之
が
代
償
ε
し
て
集
産
制
の
國
の
生
産
す
る
所

の
奢
侈
品

(例

へ
ば
絹
織
.

物
)
を
需
要
し
つ
、
あ
り
こ
假
産
せ
よ
。
此
場
合
に
若
し
某
外
囲
が
凶
作
叉
は
其
他

の
原
因
事
情
よ
り
し
て
、
式

年
に
於
て
米
の
輸
出
を
抑

へ
、
從

っ
て
絹
織
物
の
鹸
…入
を
制
限
し
た
り
ご
せ
ば
如
何
ん
。
集
産
國
に
於
げ
る
輸
出

■

絹
織
物

の
生
産
者
は
其
既

に
受
取
り
だ
る
勢
働
手
形
を
以
て
、
肚
會
倉
庫
に
就
て
米
を
求
め
π
る
時
は
如
何
ん
。

肚
會
倉
庫
は
絹
を
持

て
饑
し
、
肚
會
民
衆
は
米
の
不
足
に
苦
し
み
、
勢
働
手
形
は
恰
も
不
佛
手
形

の
如
く
な
り
.了

る
べ
き
な
り
。
集
産
國
の
行
政
府

の
公
吏
が
如
何

に
聰
明
な
り
こ
も
、
外
國
人
民
の
内
国
品
に
封
ず
る
需
要
を
調

査
レ
、
之
が
統
計
を
作
b
て
、
之
に
線
り
て
生
産
の
分
量
及
び
品
質
を
豫
め
確
定
す

る
能
は
ぎ
る
は
、
火
を
賭

る

よ
り
も
明
か
な
b
。
之
に
反
し
て
現
實
の
肚
會

に
於
て
は
外
国
貿
易
の
日
的
物

の
多
藪
の
生
産
者
並

に
商
人
導
は

論

叢

マ
ル
ク
ス
民
の
集
産
主
義
の
實
行
難
を
論
ず
(二
・完
)

第
十
五
巻

(第
六
號

四
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論
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マ
ル
〃
良

の
集
肇

義
の
貴
行
難

論
す
三

尭

)

第
+
五
巻

(錦
六
號

五
〇
)

入
四
四

必
す
し
も
深
遠
な
る
知
識
を
有
し
叉
は
精
密
な
る
探
究
を
爲
す
に
罪
す
、
只
瞥
利
の
念
に
駆
ら
れ
、
.市
場
償
格
の

指
針
に
從
ひ
て
、
内
國
品
の
償
格
上
れ
ば
、
外
国
品
を
楡
入
し
、
外
囲
晶
の
儂
啓
上
れ
ば
内
國
品
を
輸
出
す
る
所

の
至
て

翠
な
る
方
法
を
行
ふ
,、」
ご
に
由
り
て
需
給
の
自
然
的
調
節
を
爲
し
遂
げ

つ
、
あ
る
な
り
。

七

以
上
縷
説
し
た
る
所
を
総
括
す
れ
ば
.
集
産
制
の
行
政
府

の
公
吏

の
調
査
及
び
統
計
を
基
礎
ε
し
て
、
豫

め
其

肚
曾
民
衆

の
需
裟
す

べ
き
財
貨
の
種
類
数
量
品
偵
を
決
定
す
る
は

困
難
に
し
て
、
蓋

し
殆
ご

不
可
能

に
騒
す

べ

し
。
叉
假
令
之
を
決
定
し
得
た
り
こ
す

る
も
、
過
不
及
な
く
之
を
生
産
せ
し
む
る
こ
ξ
は
亦
殆
ん
ご
不
可
能

に
属
.

す

べ
し
。
叉
之
を
生
産
し
得
た
り
ご
す
る
も
、
貨
物

の
種
類

に
由
b
て
は
貯
藏

に
耐
え
す
、
叉
は
貯
藏

に
由
り
て

@

愛
質
損
耗
す

る
も
の
あ
り
、
且
需
要
者
の
嗜
好
薄
行
等
は
絶
え
ず
攣
動
す

べ
き
が
故
に
、
肚
會
倉
庫
に
於
け
る
財

貨
の
供
給
は
之
が
需
要
ご
適
合
す

る
能
は
ざ
る
こ
ご

、
な

る
べ
し
。
.夫

れ
斯
の
如
く
膏
に
内
國
生
産
物
の
需
給
が

常
に
調
節
を
敏
く
の
舞
あ
る
の
み
な
ら
す
、集
産
制
の
國

に
於
け
る
外
國
貿
易
は
同
様

の
理
由

に
よ
ゲ
て
、
絶

え
ず

平
衡
調
笛
を
峡
く
の
危
険

に
遭
遇
す

べ
し
。

=
　ロ
以
て
之
を
蔽

へ
ば
集
産
制
の
國

に
於
け
る
財
貨
の
盤
産
及
び
消

費
は
到
底
齟
齬
秤
格
を
冤
が
れ
ざ
る
な
り
,
而
し
て
集
産
制
が
實
行
上
期
の
如
き
不
結
果
を
来
す
所

の
根
原
は
他

な
し
、
集
産
主
義
が
學
理
上
人
な
る
誤
謬
を
有
す
る
な
り
。
人
な
る
誤
謬
ε
は
何
ぞ
や
、
曰
く

マ
ル
ク
ヌ
氏

の
勢
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働
慣
臆
説
是
な
り
.
其
飴
剰
償
値
論
是
な
り
。
嗚
呼
本
源
既

に
濁
る
、
何
ぞ
末
流
の
畑掏
り
清
き
を
望
ま
む
や
。

マ

ル
ク
ス
主
義
の
墨
斑
上
の
誤
謬
は
余
が
嚢

に
本
誌

に
揚
げ
た
る
諸
論
文

に
於
て
、
屡

々
之
を
措
摘
論
語
せ
り
。
而

し
て
六
諭
女
に
於

て
は
聯

か

マ
ル
ク
ス
氏
の
集
産
主
義

の
實
行
難
を
指
摘
論
評
す
。
唯
憾
む
時
歳
末
に
迫
b
、
公

職
多
か
ら
す
。
説
き
得

て
未
だ
審

さ
ざ

る
所
多
し
、
更

に
他
日
を
挨
ち
て
補
説
す

る
を
期
す
、
讃
者
諒
せ
よ
。
(完
結
)

、

、
.』門
.

.

.
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